
議案第１１号  

 

   秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和２年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 保険給付費の増加等による特別会計の財源不足が見込まれることから、基礎

課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る所得割率、均等割額及び世帯別平

等割額並びに介護納付金課税額に係る所得割率を引き上げるとともに、字句の

整理を行うため、改正するものであります。 



 

 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市国民健康保険税条例（昭和３０年秦野市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条第１項中「１００分の５．３８」を「１００分の５．８９」に改める。 

 第５条中「１９，６００円」を「１９，７００円」に改める。 

 第６条中「２０，８００円」を「２１，４００円」に改める。 

 第７条中「１００分の１．９８」を「１００分の２．３７」に改める。 

 第８条中「、６，３００円」を「６，７００円」に改める。 

第９条中「、６，７００円」を「７，３００円」に改める。 

第１０条中「１００分の１．８３」を「１００分の１．９８」に改める。 

 第１６条第１号ア中「１３，７２０円」を「１３，７９０円」に改め、同号

イ中「１４，５６０円」を「１４，９８０円」に改め、同号ウ中「４，４１０

円」を「４，６９０円」に改め、同号エ中「４，６９０円」を「５，１１０円」

に改め、同条第２号ア中「９，８００円」を「９，８５０円」に改め、同号イ

中「１０，４００円」を「１０，７００円」に改め、同号ウ中「３，１５０円」

を「３，３５０円」に改め、同号エ中「３，３５０円」を「３，６５０円」に

改め、同条第３号ア中「３，９２０円」を「３，９４０円」に改め、同号イ中

「４，１６０円」を「４，２８０円」に改め、同号ウ中「１，２６０円」を

「１，３４０円」に改め、同号エ中「１，３４０円」を「１，４６０円」に改

める。 

 第１７条第２項中「月割」を「月割り」に改める。 

 第２３条中「すべて」を「全て」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第１１号 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

 （国民健康保険の被保険者に係る所得割額）  （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（第７条及び第１０

条において「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の５．８９を乗じて算定する。 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（第７条及び第１０

条において「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の５．３８を乗じて算定する。 

２ （略）  ２ （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額）  （国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者 1 人につ

いて１９，７００円とする。 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者 1 人につ

いて１９，６００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額）  （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） 

第６条 第３条第２項の世帯別平等割額は、１世帯について 

２１，４００円とする。 

第６条 第３条第２項の世帯別平等割額は、１世帯について 

２０，８００円とする。 

 （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額）  （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額） 

第７条 第３条第３項の所得割額は、後期高齢者支援金等課税被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．３７

を乗じて算定する。 

第７条 第３条第３項の所得割額は、後期高齢者支援金等課税被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．９８

を乗じて算定する。 
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 （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額）  （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、後期高齢者支援金

等課税被保険者１人について６，７００円とする。 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、後期高齢者支援金

等課税被保険者１人について、６，３００円とする。 

 （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額）  （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条 第３条第３項の世帯別平等割額は、１世帯について 

７，３００円とする。 

第９条 第３条第３項の世帯別平等割額は、１世帯について、 

６，７００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額）  （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．９８を乗じ

て算定する。 

第１０条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．８３を乗じ

て算定する。 

 （保険税の減額）  （保険税の減額） 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定

する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本文の

介護納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減

額して得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７

項に規定する額を超える場合には、その額）の合算額とする。 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定

する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本文の

介護納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減

額して得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７

項に規定する額を超える場合には、その額）の合算額とする。 
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 (1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額を超え

ない世帯に係る納税義務者 

 (1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額を超え

ない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １３，７９０円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １３，７２０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １４，９８０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １４，５６０円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ４，６９０円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ４，４１０円 

  エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

 １世帯について ５，１１０円 

  エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

 １世帯について ４，６９０円 

  オ・カ （略）   オ・カ （略） 

 (2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８０，０００円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

 (2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８０，０００円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ９，８５０円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ９，８００円 
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  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １０，７００円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １０，４００円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ３，３５０円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ３，１５０円 

  エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ３，６５０円 

  エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ３，３５０円 

  オ・カ （略）   オ・カ （略） 

 (3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき５１０，０００円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

 (3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第３１４条の２第２項に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき５１０，０００円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ３，９４０円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ３，９２０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，２８０円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，１６０円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について １，３４０円 

  ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について １，２６０円 

  エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額   エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 
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 １世帯について １，４６０円  １世帯について １，３４０円 

  オ・カ （略）   オ・カ （略） 

 （特例対象被保険者等に係る課税の特例）  （特例対象被保険者等に係る課税の特例） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 保険税の賦課期日後に前項の特例対象被保険者等となった場

合にあっては、その属する月以後の所得割額は、前項の特例対

象被保険者等であるものとして、月割りによって算定する。 

２ 保険税の賦課期日後に前項の特例対象被保険者等となった場

合にあっては、その属する月以後の所得割額は、前項の特例対

象被保険者等であるものとして、月割によって算定する。 

 （税額の端数計算の特例）  （税額の端数計算の特例） 

第２３条 法第２０条の４の２第６項ただし書の規定により、保

険税の納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、

又はその分割金額の全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算

するものとする。 

第２３条 法第２０条の４の２第６項ただし書の規定により、保

険税の納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、

又はその分割金額の全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合

算するものとする。 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市国民健康保険税条例の規定 

は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用 
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し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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